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小
論

い

わ
き
市
荒
田
目
条
里
遺
跡
第
二
号
木
簡
か
ら

平
川
　
南

　
　

は
じ
め
に

一　

荒
田

目
条
里
遺
跡
概
要

二
　
第
二
号
木
簡
概
要

三
　
里
刀
自
の
用
法

四

　
里
刀
自
の
意
義

論

文

要

旨

　
近
年
、
古
代
史
研
究
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
は
、
各
地
に
お
け
る
地
方
豪
族
と
農
民
と
の
間
の

支
配
関
係
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
末
端
行
政
を
も
の
が
た
る
史
料
と
し
て
、

最
近
注
目
を
集
め
て
い
る
の
が
、
郡
符
木
簡
で
あ
る
。
郡
司
か
ら
そ
の
支
配
下
の
責
任
者
に
宛
て

て

出
さ
れ
た
命
令
書
で
あ
る
。
こ
の
郡
符
木
簡
は
あ
く
ま
で
も
律
令
制
下
の
公
式
令
符
式
と
い
う

書
式
に

も
と
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
差
出
と
宛
所
を
明
記
し
、
原
則
と
し
て
律

令
地
方
行
政
組
織
〔
郡
－
里
（
郷
）
な
ど
〕
を
通
じ
て
、
人
の
召
喚
を
内
容
と
す
る
命
令
伝
達
が

行
わ

れ

る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
に
出
土
し
た
一
〇
点
ほ
ど
の
郡
符
木
簡
は
い
ず
れ
も
里
（
郷
）

長
に
宛
て
た
も
の
で
、
例
外
の
津
長
（
港
の
管
理
責
任
者
）
の
場
合
は
個
人
名
を
加
え
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
情
況
下
で
新
た
に
発
見
さ
れ
た
荒
田
目
条
里
遺
跡
の
郡
符
木
簡
（
第
二
号
木
簡
）

は
、
宛
所
が
「
里
刀
自
」
と
あ
り
、
三
六
名
の
農
民
を
郡
司
の
職
田
の
田
植
の
た
め
に
徴
発
す
る

と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
刀
自
は
、
家
を
お
さ
め
る
主
人
を
家
長
、
主
婦
を

家
刀
自
と
す
る
よ
う
に
、
集
団
を
支
配
す
る
女
性
を
よ
ぶ
の
に
用
い
て
い
る
。
宛
所
の
里
刀
自
は
、

上
記
の

例
よ
り
し
て
も
、
本
来
の
郡
ー
里
の
ル
ー
ト
上
で
理
解
す
る
な
ら
ば
、
里
を
支
配
す
る
里

長
の

妻
の

意

と
み
な
し
て
よ
い
。

　
第
二
に
は
、
行
政
末
端
機
構
に
つ
ら
な
り
、
戸
籍
・
計
帳
作
成
や
課
役
徴
発
を
推
進
す
る
里
長

と
、
在
地
に
お
い
て
農
業
経
営
に
力
を
発
揮
す
る
里
長
の
妻
1
1
里
刀
自
の
存
在
が
に
わ
か
に
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
里
刀
自
に
関
す
る
具
体
的
活
動
の
姿
は
皆
無
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
今
後
、
女
性
と
農

業
経
営
の
問
題
を
考
察
す
る
格
好
の
素
材
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

里刀自小論
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は
じ
め
に

　
近
年
、
古
代
の
地
方
社
会
を
解
明
す
る
大
き
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
資
料

と
し
て
、
郡
符
木
簡
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
木
簡
は
郡
か
ら
里
な
ど
の
下
部
機

構
の
責
任
者
あ
て
に
下
達
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
重
要
な
意
義
を
有
す

る
郡
符
木
簡
に
つ
い
て
、
筆
者
は
す
で
に
「
郡
符
木
簡
－
古
代
地
方
行
政
論
に
向
け

て
ー
」
（
虎
尾
俊
哉
編
『
律
令
国
家
の
地
方
支
配
』
一
九
九
五
年
）
を
発
表
し
て
い
る
。

そ
の
小
稿
で
は
、
郡
符
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
そ
の
性
格
と
意
義
を
整
理
し
た
。

表

1
　
郡
符
木
簡
一
覧
表

遺
　
跡
　
名

点
数

法
量

差
出

宛
所

召
喚
人
・
物

召
喚
先

年
代

1

部
・

34
・
5

郡
司
符

青
海
郷

（長
）

少

丁

朔
告
司

8
C
前
半

兵

1

鍋6
・
・

符

春
部
里
長
等

春
部
君
廣
橋
他
三
人

8
C
前
半

滋
跡

1

㈱
・
詞
ー

郡
司
符

馬
道
里
長

女
丁
久

米
口

8
C
前
半

京
都
府
向
日
市
長
岡
京
跡

1

）
　
　
　
　
＞
9
9
×
3
0
×
5
（
　
　
　
　
（

郡
符

采
女
郷
丈
部
家

（習
書
木
簡
）

8
C
後
半

岐
阜県
吉
城
郡
古
川
町
杉
崎
廃
寺
長
野
県
更
埴
市
屋
代
遺
跡
群

1
2

⑭
・
四
・
7
脚
・
品
・
錨

符
符

飽
見
×
屋
代
郷
長
里
正
等

敷
席

鱒
営
人

9
C
初
頭
8
C
前
半

㈹鏡
・
3

符

余
戸
里
長

8
C
前
半

静

岡
県
浜
松
市
伊
場
遺
跡

1

働
・
四
益

符

竹
田

郷
長
里
正
等

8
C
前
半

福
跡

2

⑭
・
契
・

郡
符

立
屋
津
長

（挟
秒
・
水
手
力
）

為

客

料

充

9
C
半
ば

脳
・

45
・

6

郡
符

里
刀
自

里
刀人

郡
司
職
田

〃

　
郡
符
木
簡

は
、
地
方
行
政
機
構
内
に
お
け
る
郡
司
か
ら
の
下
達
文
書
で
あ
り
、
木

簡
と
は
い
え
、
公
式
令
に
定
め
ら
れ
た
本
来
の
符
式
文
書
の
書
式
を
基
本
的
に
ふ
ま

え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
木
簡
の
特
性
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
、
機
能
し

て

い

る
と
想
定
で
き
る
。
郡
か
ら
下
部
の
各
機
構
の
責
任
者
で
あ
る
宛
所
に
発
せ
ら

れ
、
命
令
を
受
け
た
責
任
者
は
、
そ
の
木
簡
に
明
記
さ
れ
て
い
る
召
喚
人
等
を
伴
い
、

召
喚
先
に
赴
き
、
郡
司
等
の
確
認
を
経
た
の
ち
に
木
簡
は
廃
棄
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
で
、
郡
符
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
各
遺
跡
を
検
討
し
た
結
果
、
い
ず
れ
の

遺
跡

も
郡
家
の
中
心
施
設
が
そ
の
附
近
に
存
在
ま
た
は
想
定
さ
れ
る
郡
家
関
連
施
設

ま
た
は
、
郡
家
別
院
で
あ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
郡
符
木
簡
の
検
討
を

通

じ
て
は
か
ら
ず
も
、
郡
家
が
在
地
に
お
け
る
多
様
な
機
能
を
集
約
さ
せ
た
一
大
拠

点
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
新
た
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
で

と
り
扱
う
荒
田
目
条
里
遺
跡
出
土
の
第
二
号
木
簡
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、

郡
符
木
簡
で
あ
り
、
「
里
刀
自
」
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
何
よ
り
重
要
な
こ
と
は
郡
符

木
簡
と
い
う
資
料
の
属
性
を
十
分
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
木
簡
は
、
二

つ

に
切
断
さ
れ
、
廃
棄
さ
れ
た
が
、
接
合
す
る
こ
と
に
よ
り
原
状
の
完
型
木
簡
と
し

て

復
原

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
さ
約
六
〇
セ
ン
チ
、
幅
四
・
五
セ
ン
チ
の
な
か
に

記
載

さ
れ
た
文
字
は
、
古
代
の
地
方
官
衙
遺
跡
出
土
木
簡
と
し
て
比
類
の
な
い
豊
か

な
情
報
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
。

　
い

わ
き
市
教
育
委
員
会
・
い
わ
き
市
教
育
文
化
事
業
団
か
ら
調
査
報
告
書
が
近
く

刊
行

さ
れ
る
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の
報
告
書
は
、
当
然
遺
跡
・
遺
物
全
体
を
取
り
扱

う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
い
わ
き
市
教
育
委
員
会
、
い
わ
き
市
教
育
文
化
事
業
団

の

許
可

を
い
た
だ
き
、
こ
こ
に
第
二
号
木
簡
の
み
に
限
っ
て
、
そ
の
内
容
と
意
義
な
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ど
に
関
し
て
詳
細
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
一
、
荒
田
目
条
里
遺
跡
概
要
（
遺
跡
等
の
位
置
は
論
文
末
参
照
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
遺
跡
は

福
島
県
い
わ
き
市
平
菅
波
地
内
に
所
在
す
る
。
夏
井
川
下
流
の
右
岸
に
位

置
し
、
太
平
洋
の
海
岸
よ
り
西
へ
約
二
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
所
に
あ
る
。

　
夏
井
川
下
流
域
の
海
岸
平
野
に
は
、
現
海
岸
線
を
除
い
て
、
四
列
の
浜
堤
列
が
認

め
ら
れ
る
。
最
終
氷
期
が
終
わ
り
、
海
進
に
転
じ
、
五
〇
〇
〇
年
B
P
頃
か
ら
海
進

が
す
す
む
中
で
第
一
～
第
四
浜
堤
が
形
成
さ
れ
た
。
第
一
浜
堤
は
四
五
〇
〇
年
前
に
、

第
二
浜
堤
は
三
九
〇
〇
年
以
前
に
、
現
海
岸
線
は
一
八
〇
〇
年
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
。

遺
跡
の

西
方
約
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
に
延
喜
式
内
社
の
大
国
魂
神
社
が
あ
る
。

　
大
国
魂
神
社
の
立
地
す
る
丘
陵
の
東
斜
面
は
孤
状
を
な
し
、
急
斜
面
で
海
触
崖
で

あ
る
。
同
神
社
の
南
に
位
置
す
る
字
砂
畑
・
新
屋
敷
の
集
落
の
位
置
す
る
微
高
地
は

浜
堤
で
海
岸
線
に

並
行
に
走
る
低
い
砂
丘
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
浜
堤
で
あ
っ
て
縄

文
海
進
期
の

海
岸
線
を
示
し
て
い
る
。
第
二
列
の
浜
堤
は
や
や
複
雑
な
形
を
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
が
、
上
大
越
の
石
崎
附
近
と
思
わ
れ
る
。
荒
田
目
の
北
部
に
あ
る
田
中
内
北
、
鼠

内
は
夏
井
川
の
自
然
堤
防
で
あ
る
。
こ
れ
ら
第
一
浜
堤
、
第
二
浜
堤
、
自
然
堤
防
に

囲
ま
れ
た
後
背
低
湿
地
が
条
里
制
地
割
の
水
田
で
あ
る
。

　
現
在
の
土
地
割
と
地
籍
図
に
よ
る
復
原
図
を
比
較
す
る
と
、
明
治
三
〇
年
代
の
耕

地
整
理
は
大
規
模
な
改
変
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
条
里
制
地
割
を
踏
襲
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
東
西
方
向
の
道
路
や
水
路
が
一
〇
九
メ
ー
ト
ル
間
隔
に
平
行
に
走
り
、

南
北
方
向
も
一
部
を
除
き
、
条
里
の
線
を
引
き
継
い
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
水
田
の
灌

概

は
、
少
し
離
れ
た
谷
頭
部
に
あ
る
太
郎
作
入
溜
池
、
南
作
上
池
、
菅
波
入
溜
池
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

ど
に
溜
池
を
作
り
、
灌
概
水
路
を
通
っ
て
、
灌
概
範
囲
を
水
田
化
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
遺
跡
の
南
東
方
向
へ
約
一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
所
に
磐
城
郡
家

の

中
心
施
設
に
比
定
さ
れ
る
根
岸
遺
跡
が
あ
る
。
根
岸
遺
跡
は
太
平
洋
の
現
海
岸
線

か

ら
西
へ
約
一
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
台
地
上
に
あ
る
。
一
九
九
〇
年
度
か
ら
の
範

囲
確
認
調
査
に
お
い
て
、
遺
跡
の
A
地
点
西
側
一
帯
か
ら
は
礎
石
建
物
跡
七
棟
（
全

面
掘
込
地
業
六
棟
、
坪
地
業
一
棟
）
、
掘
立
柱
建
物
跡
二
二
棟
以
上
の
建
物
群
（
倉
庫

跡
）
が
数
時
期
に
わ
た
っ
て
検
出
さ
れ
、
正
倉
院
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
一
九
九
四
年
度
の
A
地
区
の
東
側
（
A
地
区
最
東
端
の
台
地
上
と
そ
の
裾
部
）

の

調
査
に

お

い

て
、
桁
行
七
間
梁
行
四
間
の
四
面
廟
付
建
物
跡
、
桁
行
七
間
梁
行
二

間
の
細
長
い
掘
立
柱
建
物
跡
が
多
い
こ
と
、
一
箇
所
で
大
型
の
建
物
跡
が
六
期
の
重

複

を
み
る
な
ど
、
多
く
の
成
果
を
得
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
調
査
区
域
は

正
倉
院
の
東
側
に
位
置
す
る
郡
庁
院
の
中
枢
地
区
と
想
定
さ
れ
た
。

　
荒

田
目
条
里
遺
跡
は
、
約
二
〇
、
○
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る
面
積
を
有
し
、

一
九

八
九
年
か
ら
続
い
て
い
る
常
磐
バ
イ
パ
ス
改
築
工
事
に
伴
う
発
掘
調
査
に
よ
り
、

古
代
の
水
田
跡
を
含
む
集
落
跡
や
古
墳
跡
な
ど
、
弥
生
時
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の

複
合
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

　
一
九
九
三
年
に
調
査
さ
れ
た
荒
田
目
条
里
遺
跡
は
、
荒
田
目
条
里
制
遺
構
の
ほ
ぼ

中
央
部
の
礼
堂
地
区
に
位
置
し
て
い
る
。
浜
堤
の
東
側
裾
部
で
低
湿
地
と
の
境
目
に

あ
た
る
。
調
査
の
範
囲
は
、
一
八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
と
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
確
認

さ
れ
た
古
代
の
幅
一
六
メ
ー
ト
ル
以
上
に
わ
た
る
河
川
跡
の
中
か
ら
祭
祀
遺
物
を
中

心
に

多
数
の
遺
物
が
出
土
し
た
。

　
発
見

さ
れ
た
遺
物
は
、
そ
の
大
半
が
古
墳
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
約
一

〇
万
点
に

お

よ
ぶ
土
器
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
土
器
の
な
か
に
、
人
面
墨
書
土
器
と
、

7
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「子
」
「
好
」
「
田
」
「
赤
井
」
「
田
島
」
「
東
」
「
倉
」
「
山
寺
」
「
柏
井
」
な
ど
の
一
八

〇
点
の
墨
書
土
器
が
含
ま
れ
て
い
る
。
石
器
・
石
製
品
は
、
剣
形
・
鏡
形
の
滑
石
製

模
造
品
な
ど
が
七
七
点
、
土
製
品
で
は
、
手
捏
土
器
・
土
玉
・
土
錘
・
土
馬
・
舟
形

土
製
品
な
ど
六
四
点
、
金
属
製
品
で
は
紡
錘
車
・
手
斧
・
馬
具
・
刀
子
な
ど
一
五
点
、

ま
た
、
木
製
品
で
は
、
木
簡
三
八
点
、
絵
馬
三
点
、
人
・
馬
・
弓
・
矢
な
ど
を
模
し

た
も
の
や
、
椀
・
皿
・
蓋
・
定
規
・
下
駄
・
刀
子
柄
・
杵
・
曲
物
・
櫛
・
鍬
・
旅
な

ど
あ
わ
せ
て
四
〇
〇
点
出
土
し
て
い
る
。
な
お
、
低
湿
地
の
た
め
胡
桃
・
桃
・
梅
・

し
う
び
な
ど
の
種
や
馬
骨
な
ど
が
数
多
く
出
土
し
て
い
る
。

　

二
、
第
二
号
木
簡
概
要
（
図
1
1
論
文
末
参
照
）

1
、
釈
文

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

・

「
郡
符

里
刀

自
手
古
丸
黒
成
宮
澤
安
継
家
貞
馬
天
地
子
福
積
奥
成
得

　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　

内
宮
公
吉
惟
勝
法
圓
隠
百
済
部
於
用
丸
真
人
丸
奥
丸
福
丸
蔽
日
丸

　
　
勝
野

勝
宗

貞
継
浄
人
部
於
日
丸
浄
野
舎
人
丸
佐
里
丸
浄
継
子
浄
継

　
　
丸
子
部
福
継

『

不
』
足
小
家
壬
部
福
成
女
於
保
五
百
継
子
椀
本
家
太
青
女

　
　
真
名
足
『
不
』
子
於
足
　
　
『
合
茄
四
人
』

　
　
　
右

田
人
為
以
今
月
三
日
上
面
職
田
令
殖
可
口
襲
如
件
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔宣
力
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　

奉
宣
別

為
如
任
件
口

・

「
　
　
大
領
於
保
臣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
五
月
一
日

2
、
形
状

　
短
冊
型
の
完
形
木
簡
で
あ
る
。

五
九

二
×

四

五
×

六

現
状
で
は
二
片
に
分
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
木

簡
の
廃
棄
の
際
に
、
刃
物
で
両
面
か
ら
若
干
切
り
込
み
を
入
れ
、
折
ら
れ
て
投
棄
さ

れ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。

　
墨
痕

は
オ
モ
テ
に
比
べ
て
、
ウ
ラ
の
遺
存
状
況
が
悪
い
が
、
ほ
ぼ
判
読
可
能
で
あ

る
。
冒
頭
の
「
郡
符
」
の
部
分
は
、
墨
痕
の
重
な
り
が
あ
り
、
そ
の
部
分
に
か
な
り

深
い
削
り
取
り
痕
が
存
す
る
。

2
、
記
載
内
容

記
載
様
式
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（表
）
差
出
＋
宛
所
＋
歴
名

　
　
　
下
達
内
容
（
右
…
…
如
件
）

（裏
）
施
行
文
言

　
　
　
位
署

　
　
　
月
日

　
記
載
内
容
は
、
冒
頭
の
「
郡
符
」
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
近
年
、
各
地
で
出
土

し
て
い
る
い
わ
ゆ
る
郡
符
木
簡
と
考
え
ら
れ
る
。
荒
田
目
条
里
遺
跡
で
は
、
第
一
号

木
簡
に
続
い
て
二
例
目
で
あ
る
。

　
第
一
号
木
簡

・

「
郡
符
　
立
屋
津
長
伴
マ
福
麿
　
可
口
召
×

　
　
右
為
客
料
充
遣
召
如
件
長
宜
承
×

・

「［
川
川
川
口
川
川
川
川
川
川
川
H
川
川
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
三
〇
）
×
四
二
×
三

　
郡
司
か
ら
立
屋
津
長
伴
マ
福
麿
に
人
の
召
喚
を
下
達
し
た
文
書
で
あ
る
。
下
端
欠

損
の
た
め
に
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
郡
司
か
ら
津
長
に
符
が
下
さ
れ
、
津
の
来
客

8
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の

た
め
に
、
津
長
の
管
理
下
の
船
を
あ
や
つ
る
か
じ
と
り
や
水
手
、
ま
た
は
雑
役
に

従
事
す
る
津
の
周
辺
の
人
々
な
ど
が
徴
発
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
号
木
簡
で
い
え
ば
、
宛
所
は
「
立
屋
津
長
伴
マ
福
麿
」
、
こ
れ
ま
で
の
郡
符
木

簡
に
お
い
て
も
、
そ
の
大
き
な
特
徴
は
、
郡
符
は
宛
所
が
そ
れ
ぞ
れ
の
官
司
ま
た
は

官
司
の
責
任
者
で
あ
り
、
そ
の
下
達
の
内
容
は
人
の
召
喚
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　
郡
符
木
簡
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
出
土
例
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
本
木
簡
で

は
、
郡
符
の
宛
所
は
“
里
刀
自
”
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
里
刀

自
に
続
い
て
、
人
名
が
三
十
六
人
列
記
さ
れ
て
い
る
。

　
歴
名
の
中
に
、
ウ
ジ
名
を
有
す
る
も
の
と
な
い
も
の
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の

点
は
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
き
た
い
。

　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
里
刀

自
手
古
丸
　
黒
成
宮
澤
安
継
家
貞
継
　
天
地
　
子
福
積
奥
成

　
　
　
　
　
得
内
　
宮
内
　
吉
惟
　
勝
法
　
圓
隠

百
済
部

浄
人
部

丸
子
部

壬
部

於
保

　
す
な
わ
ち
、

隠

ま
で
を
そ
の
戸
の
構
成
員
と
理
解
し
、

そ
の
構
成
員
の
ウ
ジ
名
を
略
し
た
の
で
は
な
い
か
。

倒
的
に
多
く
、

う
な
僧
を
も
抱
え
た
有
勢
の
家
と
推
測
さ
れ
る
。
「
浄
人
部
於
日
丸
」
の
戸
に
お
い
て
、

於
用
丸
　
真
人
丸
　
奥
丸
　
勝
丸
　
菰
目
丸
　
勝
野
　
勝
宗
　
貞
継

於
日
丸
　
浄
野
　
舎
人
丸
　
佐
里
丸
　
浄
継
　
子
浄
継

福
継
　
足
小
家

福
成
女

五
百
継
　
子
椀
本
家
　
太
青
女
　
真
名
足
　
子
於
足

　
冒
頭
の
「
里
刀
自
」
の
戸
は
ウ
ジ
名
を
略
し
、
以
下
手
古
丸
か
ら
圓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
済
部
於
用

丸
以
下

も
ウ
ジ
名
を
筆
頭
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
里
刀
自
」
の
戸
の
構
成
員
が
圧

　
し
か
も
「
吉
惟
」
「
勝
法
」
「
圓
隠
」
を
僧
名
と
す
れ
ば
、
沙
弥
の
よ

「浄
野
」
「
浄
継
」
「
子
浄
継
」
を
含
ん
で
い
る
点
も
、
こ
の
区
分
の
妥
当
性
を
示
し

て

い

る
の
で
は
な
い
か
。

　
人
名
に
「
手
古
丸
」
以
下
「
○
○
丸
」
が
九
名
み
え
る
が
、
九
世
紀
半
ば
頃
の
用

例
と
す
れ
ば
、
史
料
上
、
比
較
的
早
い
使
用
例
で
あ
ろ
う
。

　
八
世
紀
に

お

け
る
用
例
は
、
現
段
階
で
は
木
簡
等
の
実
例
は
な
い
。
管
見
の
限
り

で
最
も
早
い
例
は
、
藤
原
宮
跡
出
土
の
初
期
荘
園
に
関
す
る
弘
仁
元
（
八
一
〇
）
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

木
簡
に

数
例
み
え
る
。

．

「
弘
仁
元
年
＋霧
搬
納
稲
事

　
　
合
壼
千
五
百
口
口

，
，
，
…
臨
蕎
忌
歳
刊
忌
型
剰
又
宕
収
韻
，
，
，
，
，
…
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
（
刻
線
）

　
　
　
凡
海
福
万
呂
佃
四
段
地
子
六
段
二
百
五
十
二
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
納
帳

－
－
－
…
…
…
－
…
…
－
－
…
…
－
－
－
－
…
－
－
－
－
…
－
…
－
…
…
…
…
…
－
－
－
…
…
－
－
－
…
…
－
－
－
－
－
（
刻
線
）

　
　
　
同
日
下
廿
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
使
石
川
魚
主

　
　
　
　
葛
木
寺
進
者
　
　
　
　
　
　
上
三
月
丸
弟
口
建
丸

　
　
　
　
定
残
千
四
百
八
十
玖
束
　
　
浄
丸
福
丸
等

　
ま
た
、
岩
手
県
黒
石
寺
薬
師
如
来
像
の
胎
内
墨
書
銘
中
「
貞
観
四
年
（
八
六
二
）

十
二
月
」
の
年
紀
と
と
も
に
「
物
部
哀
黒
丸
」
と
い
う
人
名
が
み
え
る
。

　
列
記

さ
れ
た
人
名
は
召
喚
さ
れ
る
人
々
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
里
刀
自
を
含
む
三
十
四
人
分
の
そ
れ
ぞ
れ
の
右
肩
に
み
え
る
「
、
」
は
名
簿
と
人
物

と
の
照
合
を
示
す
合
点
と
考
え
ら
れ
る
。
合
点
の
認
め
ら
れ
な
い
二
名
「
足
小
家
」

と
「
子
於
足
」
に
つ
い
て
は
、
左
肩
に
「
不
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
“
不
参
”

10
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を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
別
筆
で
「
合
卦
四
人
」
と
実
際
に
参

向
し
た
人
名
を
集
計
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
右
田
人
為
下
以
二
今
月
三
日
「
上
二
面
職
田
一
令
中
殖
上
可
二
口
発
一
如
レ
件
」

は
、
郡
符
の
召
喚
内
容
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る

　
田

人
に

つ
い
て

は
、
『
古
語
拾
遺
』
の
御
歳
神
の
項
の
冒
頭
に
「
一
い
は
、
昔
在
神

代

に
、
大
地
主
神
田
を
営
る
日
に
、
牛
の
宍
を
以
て
田
人
に
食
は
し
め
き
」
と
み
え

る
。
こ
の
「
田
人
」
に
対
比
す
る
「
山
人
」
の
用
例
は
、
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
「
常

に

鳥
の
卵
を
煮
て
食
ひ
て
、
現
に
悪
死
の
報
を
得
る
縁
第
十
」
に
み
え
る
「
山
に
入

り
て
薪
を
拾
ふ
」
人
を
、
「
山
人
」
と
称
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
田
人
」
は
、

農
耕
の

民
、
田
作
り
の
民
を
意
味
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

　
結
局
、
郡
符
は
、
裏
面
に
記
さ
れ
た
文
書
の
年
紀
・
五
月
一
日
に
発
行
さ
れ
、
五

月
三
日
ま
で
に
郡
司
の
職
田
（
大
領
の
場
合
六
町
、
少
領
の
場
合
四
町
）
の
田
植
え

の
た

め
に
、
あ
る
里
の
農
民
を
召
し
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
郡
符
を
受
け
取
っ
た
里

刀
自
は
農
民
（
三
十
三
人
）
を
率
い
て
郡
家
に
赴
い
た
。
そ
こ
で
郡
の
役
人
は
郡
符

に

記

さ
れ
た
人
名
と
召
し
出
さ
れ
た
人
物
と
を
照
合
し
た
結
果
、
二
人
は
不
参
加
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
そ
の
人
の
上
に
「
不
」
と
記
し
、
総
計
「
合
計
四
人
」
と
記

載
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
裏
面
は
、
若
干
文
字
の
読
み
に
疑
問
も
残
る
が
、
要
す
る
に
符
式
文
書
の

施
行
文
言
、
位
署
、
文
書
の
日
付
に
相
当
す
る
。
特
に
五
月
一
日
と
い
う
こ
の
文
書

の

月
日
の
前
に
「
大
領
於
保
臣
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
が
公
式
令
の
符
式
に
合
致
し

て

い

る
。
す
な
わ
ち
、
裏
面
は
約
四
・
五
セ
ン
チ
幅
の
中
に
ほ
ん
の
わ
ず
か
行
を
ず

ら
し
三
行
を
た
く
み
に
配
し
て
い
る
。
一
行
目
は
「
奉
宣
」
以
下
の
施
行
文
言
、
二

行
目
は
「
大
領
於
保
臣
」
の
位
署
部
分
、
三
行
目
は
左
端
に
「
以
五
月
一
日
」
と
月

日
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
大
領
於
保
臣
」
の
位
署
部
分
は
本
来
な
ら
ば
、
主
帳

が

「大
領
於
保
臣
」
ま
で
を
記
し
、
名
の
み
大
領
自
身
が
自
署
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
「
於
保
臣
」
の
自
署
と
判
断
で
き
る
。
ま
た
、
符
に
お
け
る
「
宣
」
の
用

例
と
し
て
は
、
有
名
な
多
胡
碑
に
み
え
る
。

　
　
弁
官
符
上
野
国
、
片
岡
郡
緑
野
郡
甘

　
　
良
郡
井
三
郡
内
三
百
戸
郡
成
給
羊

　
　
成
多
胡
郡
。
和
銅
四
年
三
月
九
日
甲
寅

　
　
宣
。
（
後
略
）
〔
傍
点
は
筆
者
〕

　
な
お
、
磐
城
郡
の
郡
司
名
は
、
こ
れ
ま
で
の
史
料
で
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ω
　
　
〔
多
賀
城
跡
漆
紙
文
書
〕
　
第
二
号
文
書

　
者
口
使
口
郡
運
送
［

　
口
穀
郡
宜
承
知
始
来
口

　
　
　
　
　
　
　
ま
カ
ロ

　
者
謹
依
符

旨
口
ロ

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寳
亀
十
一
年
九
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
］
磐
城
臣
「
千
［
　
］
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
政
外
［

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

擬
主
政
［

　
　
　
　
　
［
川
川
川
］

回

『続

日
本
後
紀
』
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
三
月
戊
子
条
（
抜
粋
）

陸
奥
国
磐
城
郡
大
領
外
正
六
位
上
勲
八
等
磐
城
臣
雄
公
。
遣
即
二
戎
途
一
。

忘
レ

11
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身
決
レ
勝
。
居
レ
職
以
来
。
勤
修
二
大
橋
廿
四
庭
。
溝
池
堰
廿
六
虚
。
官
舎
正
倉

一
百
九
十
宇
一
。
（
略
）
並
假
二
外
従
五
位
下
一
。

内

『続

日
本
後
紀
』
承
和
十
一
年
（
八
四
四
）
正
月
辛
卯
条

陸
奥
国
磐
城
郡
大
領
外
従
五
位
下
勲
八
等
磐
城
臣
雄
公
（
下
略
）

　

磐
城
郡
大
領
は
「
磐
城
臣
」
姓
で
あ
る
が
、
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
（
七

六
九
）
三
月
辛
巳
条
に
陸
奥
国
大
国
造
道
嶋
宿
祢
嶋
足
の
推
挙
の
も
と
に
、
陸
奥

国
内
全
域
の
在
地
有
力
者
の
改
賜
姓
が
行
わ
れ
て
い
る
な
か
に
、
「
磐
城
郡
人
外
正

六
位
上
丈
部
山
際
」
と
い
う
人
物
が
、
「
於
保
磐
城
臣
」
と
改
姓
さ
れ
て
い
る
。
「
於

保
磐
城
臣
」
は
通
常
磐
城
郡
内
に
お
い
て
は
、
磐
城
を
略
し
「
於
保
臣
」
と
称
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
木
簡
の
年
代
が
、
の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に
、
同
一
遺
構
か
ら
共

伴
し
て
い
る
第
三
号
木
簡
の
年
紀
「
仁
壽
三
年
」
（
八
五
三
年
）
と
ほ
ぼ
同
時
期
と

す

る
な
ら
ば
、
本
木
簡
の
位
署
部
分
「
大
領
於
保
臣
」
は
、
『
続
日
本
後
紀
』
承
和

七
年
お
よ
び
同
十
一
年
条
に
み
え
る
「
磐
城
郡
大
領
磐
城
臣
雄
公
」
と
同
一
人
物

の

可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

3
、
木
簡
の
年
代

　

古
代
の
河
川
跡
と
さ
れ
る
第
三
号
大
溝
跡
の
発
掘
区
北
西
部
の
近
接
し
た
地
点

で
、
し
か
も
同
一
層
位
か
ら
本
木
簡
（
第
二
号
木
簡
）
と
第
三
号
木
簡
が
出
土
し

た
。第

三
号
木
簡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

・

「
返
抄
検
納
公
癖
米
陸
升
藤
講
計
七
石
六
斗
［
川
U
口
口

　
　

右
件
米
検
納
如
件
伍
返
抄

・

「

『口
口
口
口
口
口
』

仁
壽
三
年
十
月
口
日
米
長
口
口
［

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
七
三
）
三
五
×
一
〇

　
公
癖
米
の
収
納
領
収
書
、
裏
面
に
そ
の
年
月
日
が
記
さ
れ
て
お
り
、
「
仁
壽
三
年
」

は
西
暦
八
五
三
年
で
あ
る
。
こ
の
第
三
号
木
簡
の
年
紀
か
ら
推
し
て
、
第
二
号
木

簡
の

年
代

は
、
ほ
ぼ
九
世
紀
半
ば
頃
と
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

三
、
里
刀
自
の
用
法

　
本
木
簡

は
、
郡
符
の
宛
所
が
“
里
刀
自
”
と
な
っ
て
い
る
点
が
き
わ
め
て
注
目

さ
れ
る
。

　
郡
符
木
簡
は
こ
れ
ま
で
の
出
土
例
に
よ
る
か
ぎ
り
は
、
・
王
と
し
て
人
の
召
喚
を

内
容
と
し
、
宛
所
の
責
任
者
は
召
喚
人
と
と
も
に
召
喚
先
に
赴
き
、
郡
符
に
記
載

さ
れ
た
人
名
と
人
物
と
の
照
合
を
行
な
っ
た
後
に
、
そ
の
地
で
廃
棄
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
第
一
号
木
簡
の
宛
所
「
立
屋
津
長
」
、
第
二
号
木
簡
の
宛
所
「
里
刀
自
」

が
同
一
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
郡
符
木
簡
は
宛
所
－
津
長
、

里
刀
自
に
下
達
さ
れ
た
の
ち
、
召
喚
人
と
と
も
に
お
そ
ら
く
磐
城
郡
家
の
一
画
に

位
置

す
る
荒
田
目
条
里
遺
跡
の
地
に
至
り
、
勘
検
の
の
ち
に
廃
棄
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
里
刀
自
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
か
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
刀
自

の

用
法
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刀
自
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
義
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

明
子
氏
の
詳
細
な
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
義
江
氏
が
端
的
に
結
論
し
た
「
ト

ジ
と
は
、
（
共
同
レ
ベ
ル
・
家
レ
ベ
ル
の
両
者
を
通
じ
て
）
支
配
の
契
機
の
乏
し
い

統
率
者
に
と
ど
ま
っ
た
女
性
の
私
的
尊
称
で
あ
っ
た
」
と
い
う
指
摘
に
対
し
て
、

12
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若
干
異
な
る
私
見
を
以
下
述
べ
て
み
た
い
。

　
　

『
日
本
書
紀
』
允
恭
天
皇
二
年
春
二
月
条
に
よ
れ
ば
、
允
恭
天
皇
の
皇
后
忍
坂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
げ

　
大
中
姫
が
母
と
家
に
在
っ
た
と
き
、
闘
難
国
造
が
皇
后
に
「
戸
母
」
と
呼
び
か
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
じ

　
て

い

る
が
、
そ
の
訓
注
は
「
戸
母
、
此
を
ば
親
自
と
云
ふ
」
と
す
る
。
『
伊
勢
国
風

　
土
記
』
逸
文
、
度
会
郡
条
で
は
、
天
日
別
命
は
、
大
国
玉
の
神
の
女
、
彌
豆
佐
々

　
良
姫
命
を
「
刀
自
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
　
刀
自
は
ト
ヌ
シ
（
戸
主
）
の
約
と
い
わ
れ
、
9
（
戸
）
＋
⇒
O
＋
已
゜
・
二
主
）
↓
8
コ
已
む
・
｛

　
↓
8
づ
注
↓
9
。
N
｛
↓
8
注
と
な
る
。
戸
口
を
守
る
者
の
意
が
原
義
と
さ
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
一
家
の
主
婦
権
を
持
つ
母
の
尊
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
ω
大
刀
自

　

『
万
葉
集
』
巻
第
八
　
一
四
六
五
番
の
詞
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
日
香
浄
御
原
宮
に
天
の
下
知
ら
し
め
し
し
天
皇
の
夫
人

　
藤
原
夫
人
の

歌
一
首
　
な
り
。
字
を
大
原
大
刀
自
と
い
へ
り
。
即
ち
新
田
部
皇
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

母
な
り
。

　
　
藤
原
夫
人

は
鎌
足
の
娘
、
五
百
重
娘
で
新
田
部
皇
子
の
生
母
で
あ
る
。
夫
人
は

　
妃

と
墳
と
の
間
の
地
位
、
天
皇
に
侍
し
仕
え
る
婦
人
を
さ
し
、
夫
人
の
国
訓
は
“
オ

　
ホ

ト
ジ
”
（
大
刀
自
）
で
あ
る
℃

　
②
家
刀
自
・
家
室
・
家
母

イ
、
『
日
本
霊
異
記
』
（
抜
粋
）

○

　
上
巻
－
二
　
狐
を
妻
と
し
て
子
を
生
ま
令
む
る
縁

　
昔
欽
明
天
皇
の
御
世
に
三
野
の
国
大
野
の
郡
の
人
、
（
略
）
家
室
脅
え
憎
り
て
家
長

　
に

告
げ
て
言
は
く
（
略
）
二
月
三
月
の
頃
に
設
け
し
年
米
を
春
く
時
、
其
の
家
室
、

　
稲
春
女
等
に
間
食
を
充
て
将
と
し
て
碓
屋
に
入
る
。

○
　
上
巻
－
十
八
　
法
花
経
を
憶
持
し
、
現
報
を
得
て
奇
し
き
表
を
示
す
縁

　
昔
大
和
の
国
葛
木
の
上
の
郡
に
、
一
の
持
経
の
人
有
り
。
丹
治
比
の
氏
な
り
。
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
の
こ

　
家
母
に

白
し
て
曰
は
く
「
門
に
客
人
在
り
、
恰
も
死
に
し
郎
に
似
た
り
」
（
略
）
家

　
長
も
見
て
亦
怪
し
び
問
ひ
て
、

○

　
中
巻
ー
十
六
　
布
施
せ
不
る
と
放
生
す
る
と
に
依
り
て
、
現
に
善
悪
の
報
を
得

　
　
　
　
　
　
　
　

る
縁

　
聖
武
天
皇
の

御
代

に
、
讃
岐
の
国
香
川
の
郡
坂
田
の
里
に
、
一
の
富
人
有
り
。
夫

　

と
妻
同
姓
に
し
て
綾
君
な
り
。
（
略
）
家
室
・
家
長
に
告
げ
て
日
は
く
。

○
　
中
巻
－
三
十
三
　
女
人
、
悪
鬼
に
鮎
レ
テ
食
轍
は
る
る
縁

　
聖
武
天
皇
の
み
世
、
大
和
の
国
十
市
の
郡
蓄
知
の
村
の
東
の
方
に
、
大
き
に
富
め

　

る
家
有
り
。
（
略
）
明
日
晩
ク
起
き
、
家
母
戸
を
叩
キ
テ

○

　
中
巻
－
三
十
四
　
孤
の
嬢
女
、
観
音
の
銅
像
に
逓
り
敬
ひ
、
奇
し
き
表
を
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
、
現
報
を
得
る
縁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
し
ご
を
う
な

　
諾
楽
の
右
京
の
殖
槻
寺
の
辺
の
里
に
一
の
孤
の
嬢
有
り
。
（
略
）
父
母
有
り
し
時
に
、

　
多
く
饒
に
し
て
財
に
富
み
、
数
屋
倉
を
作
り
（
略
）
隣
の
大
家
、
具
に
物
を
進
り

　
納

る
。
（
略
）
隣
の
家
室
曰
は
く
。

　
　
　
　

〔以
上
、
岩
波
書
店
『
日
本
古
典
文
学
大
系
、
日
本
霊
異
記
』
に
よ
る
〕

　
以
上
の
例
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
上
巻
ー
二
　
春
米
作
業
に
際
し
て
稲
春
女
等

の

労
働
力
を
抱
え
る
有
力
な
家
、
中
巻
－
十
六
　
富
人
、
中
巻
－
三
十
三
　
大
き
に

富
め
る
家
、
中
巻
ー
三
十
四
　
隣
の
大
家
　
な
ど
、
い
ず
れ
も
富
裕
な
在
地
豪
族
層

の
家
に

家
長

（
い

え
ぎ
み
）
と
家
室
・
家
母
（
い
え
の
と
じ
）
が
併
記
さ
れ
て
い
る

の

で
あ
る
。
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ロ
、
金
井
沢
碑
（
群
馬
県
高
崎
市
山
名
町
所
在
）

　
上
野
国
群
馬
郡
下
賛
郷
高
田
里

　
三
家
子
孫
、
為
七
世
父
母
・
現
在
父
母
、

　
現
在
侍
家
刀
自
・
他
田
君
目
頬
刀
自
・
又
児
加

　
那
刀
自
、
孫
物
部
君
午
足
、
次
馴
刀
自
、
次
乙
馴

　
刀
自
、
合
六
口
、
又
知
識
所
結
人
三
家
毛
人
、

　
次
知
万
呂
、
鍛
師
礒
部
君
身
麻
呂
、
合
三
口
、

　
如
是
知
識
結
而
天
地
誓
願
仕
奉

　

石
文

　
　
神
亀
三
年
丙
寅
二
月
廿
九
日

　

こ
の
碑
は
七
世
父
母
の
菩
提
と
現
在
父
母
の
安
隠
を
祈
っ
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
碑
文
の
内
容
が
八
世
紀
前
半
ご
ろ
の
氏
族
の
結
合
の
あ
り
方
を
知
る
う
え

で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
佐
野
三
家
の
経
営

を
預
っ
て
き
た
家
柄
の
子
孫
「
三
家
子
孫
」
の
筆
頭
に
あ
げ
ら

れ
、
仏
教
に
帰
依
し
た
集
団
の
統
率
者
で
あ
っ
た
の
が
、
「
家
刀
自
」
で
あ
る
。
服
藤

早
苗
氏

は
、
こ
の
家
刀
自
は
文
章
の
構
成
か
ら
個
人
名
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　

主

婦
権

を
持
つ
母
の
尊
称
の
可
能
性
も
あ
る
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
私
見
で
は
家
刀
自
は
個
人
名
で
は
な
く
本
系
譜
の
中
心
と
し
て
、
む
し

ろ
佐
野
三
家
を
経
営
す
る
豪
族
の
家
に
お
い
て
服
藤
氏
が
指
摘
し
た
後
者
の
可
能
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

よ
り
強
力
な
存
在
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

内
　
墨
書
土
器
　
千
葉
県
山
武
郡
芝
山
町
山
田
遺
跡
群

　
　
土
師
器
圷
・
底
部
内
面
墨
書

墨書土器「家刀自大神奉」〔芝山町山田遺跡群山武考古学研究所写真提供〕
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「家
刀
自

　
　
　
大
神
奉
」

　
山
田
遺
跡
群
に
近
い
芝
山
町
庄
作
遺
跡
か
ら
は
、
数
点
の
人
面
墨
書
土
器
や
「
国

玉
神
」
「
竈
神
」
な
ど
と
い
う
祭
祀
に
関
す
る
数
多
く
の
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。

そ
の
墨
書
土
器
の
一
つ
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　

「
×

秋
人
歳
神
奉
進
　
上
総
×
」

　
断
片
で
あ
る
が
、
土
師
器
の
口
縁
部
に
横
位
で
、
お
そ
ら
く
一
巡
す
る
よ
う
に
記

載
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
文
意
は
上
総
国
武
射
郡
口
口
郷
の
［
］
秋
人
と
い
う

人
物
が
、
歳
神
に
対
し
て
、
こ
の
土
器
に
供
物
を
盛
り
、
奉
献
す
る
こ
と
を
書
き
表

わ

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
歳
神
」
（
年
神
）
は
歳
徳
神
の
こ
と
で
、
そ
の
年
に
お
け

る
福
徳
を
つ
か
さ
ど
る
神
で
、
毎
年
正
月
に
こ
の
神
を
家
に
招
き
入
れ
る
た
め
に
、

恵
方
に
向
け
て
酒
肴
を
さ
さ
げ
る
と
い
う
。

　

こ
の
歳
神
に
関
す
る
墨
書
土
器
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
土
師
器
圷
に
供
物
を

盛
り
、
大
神
に
奉
献
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
祭
祀
行
為
の
主
体
が
「
家
刀
自
」
で

あ
る
。
こ
の
「
家
刀
自
」
は
個
人
名
で
は
な
く
、
家
を
支
配
す
る
主
婦
の
意
と
み
ら

れ
、
お
そ
ら
く
は
、
家
を
代
表
し
て
祭
祀
を
司
祭
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
イ
へ
と
ヤ
ケ
の
問
題
に
言
及
し
た
吉
田
孝
氏
は
、
女
性
名
「
宅
媛
」
と
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連

さ
せ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
、
宮
主
宅
媛
は
和
珂
臣
の
祖
、
日
触

使
主
の

女
で
応
神
天
皇
の

妃

と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
宅
媛
（
や
か
ひ
め
）
と
呼
ば

れ

た
の
は
ヤ
ケ
が
当
時
の
人
々
か
ら
特
別
な
目
で
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し

て

い
た

の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
「
殿
の
若
子
」
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
で
「
宅
媛
」
と
呼

ば

れ
た

可
能
も
想
定
さ
れ
る
。
家
刀
自
・
宅
刀
自
も
、
『
日
本
霊
異
記
』
（
興
福
寺
本
）

に

「家
室
」
を
「
伊
戸
乃
止
之
」
と
訓
注
し
て
い
る
が
、
の
ち
に
触
れ
る
「
里
刀
自
」

の

よ
う
に
「
サ
ト
」
の
「
ト
ジ
」
も
存
在
し
た
こ
と
か
ら
、
「
ト
ジ
」
は
「
イ
へ
」
に

限

ら
ず
、
家
刀
自
・
宅
刀
自
も
、
「
ヤ
カ
ト
ジ
」
で
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
存
在
し

　
　
　
　
　
　

た

と
す
る
。
む
し
ろ
、
私
は
吉
田
氏
の
い
う
サ
ト
の
ト
ジ
が
存
在
し
た
の
で
家
刀
自

も
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
を
、
逆
に
家
刀
自
が
あ
く
ま
で
も
家
を
統
率
す

る
刀
自
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
里
刀
自
」
は
里
を
統
率
す
る
刀
自
の
意
と
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

③
　
母
刀
自

　

『
万
葉
集
』
巻
六
　
一
〇
二
二
番

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
な
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
コ

　
父
君
に

　
わ
れ
は
愛
子
ぞ
　
母
刀
自
に
　
わ
れ
は
愛
子
ぞ
　
参
上
る
　
八
十
氏
人

　
の

　
手
向
す
る
　
恐
の
坂
に
　
幣
奉
り
　
わ
れ
は
ぞ
退
る
　
遠
き
土
佐
道
を

　

『
万
葉
集
』
巻
二
十
　
四
三
七
七
番

　
母
刀
自
も
玉
に
も
が
も
や
頂
き
て
角
髪
の
な
か
に
あ
へ
纏
か
ま
く
も

　
母
刀
自
は
「
オ
モ
ト
ジ
」
、
四
三
七
七
番
は
防
人
歌
で
、
母
は
上
代
東
国
方
言
で
は

オ
モ
で
は
な
く
「
ア
モ
」
と
い
い
、
と
も
に
“
家
の
主
で
あ
る
母
”
を
意
味
し
て
い

る
。
家
刀
自
と
ほ
ぼ
同
様
な
表
記
と
い
え
る
。

　
以

上
、
天
皇
の
夫
人
た
る
大
刀
自
に
は
じ
ま
り
、
家
（
ヤ
ケ
・
イ
へ
）
を
支
配
す

る
主
婦
の
尊
称
と
し
て
家
刀
自
・
母
刀
自
と
称
せ
ら
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
さ
ら
に
進
ん
で
里
と
刀
自
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

イ
、
法
隆
寺
幡
銘
文

　

「
癸
亥
年
山
部
五
十
戸
婦
為
命
過
願
造
幡
已
」

　
法
隆
寺
に
伝
え
ら
れ
た
幡
は
明
治
の
献
納
品
の
一
つ
に
な
っ
た
か
ら
、
現
在
そ
の
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一
部
が
東
京
国
立
博
物
館
と
正
倉
院
に
保
管
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
幡
は
東
京
国

立
博
物
館
蔵
の

も
の
で
あ
る
。
「
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
」
調
査
に
よ
り
新
た
に
発
見
さ

れ

た
戊
子
年
銘
幡
は
、
切
畑
健
・
沢
田
む
つ
代
両
氏
に
よ
り
戊
子
年
は
持
統
二
年
（
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

八

八
）
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
紹
介
さ
れ
た
。
そ
れ
を
う
け
て
、
狩
野
久
氏

は
、
癸
亥
年
銘
幡
を
は
じ
め
と
す
る
干
支
年
号
表
記
の
幡
に
つ
い
て
、
従
来
の
年
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

比
定
に

つ

い
て

再
検
討

を
加
え
た
。
周
知
の
と
お
り
、
干
支
年
号
は
大
宝
以
前
に
限

ら
れ
、
以
後
は
干
支
を
使
わ
ず
大
宝
に
は
じ
ま
る
固
有
年
号
（
元
号
）
を
使
用
し
て

い

て
、
例
外
が
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
文
書
の
年
月
日
の
位
置
が
、
大
宝

初
年
を
境
に
し
て
文
頭
か
ら
文
末
に
逆
転
す
る
と
い
う
変
化
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
理
由
か
ら
、
癸
亥
年
を
従
来
、
養
老
七
年
（
七
二
三
）
と
し
た
の
は
、

天
智
二
年
（
六
六
三
）
に
比
定
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
「
山
部
五
十
戸
」

は
、
先
年
飛
鳥
京
遺
跡
で
出
土
し
た
「
白
髪
部
五
十
戸
」
と
い
う
木
簡
が
、
天
智
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
レ
　

年
（
六
六
四
）
を
あ
ま
り
下
ら
な
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
天
武
末
年
頃
に
は
じ
ま
る
「
里
」
制
に
先
行
す
る
表
記
法
で
あ
る
と
も
さ

れ
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
の
幡
は
命
過
幡
と
さ
れ
、
臨
終
に
際
し
て
行
う
命
過
幡
燈
法
に
よ
る
供
養

幡
で
あ
る
。
銘
文
は
施
入
年
月
日
＋
施
入
者
＋
施
入
事
由
な
ど
を
簡
潔
に
記
し
た
も

の

で
あ
る
。
癸
亥
年
銘
幡
と
類
似
し
た
も
の
に
年
紀
を
欠
く
が
、
「
山
部
名
嶋
亘
古
連

公
過
時
敬
造
幡
」
と
い
う
幡
が
あ
る
。
両
者
の
施
入
者
は
、
山
部
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
「
阿
久
奈
弥
評
君
女
子
為
父
母
作
幡
」
の
飽
波
と
と
も
に
、
法
隆
寺
近
辺
（
平
群

郡
夜
麻
郷
、
飽
波
郷
1
『
和
名
抄
』
）
の
人
々
で
あ
る
。
『
和
名
抄
』
夜
麻
郷
は
、
も

ち
ろ
ん
『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
五
月
丁
酉
条
に
よ
る
山
部
を
山
と
改

姓
し
た
こ
と
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
七
世
紀
後
半
に
お
い
て
は
、

平
群
評

に
は
山
部
里
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
問
題
の
癸
亥
年
銘
幡
の
「
山

部
五
十
戸
婦
」
は
、
“
山
部
里
婦
”
と
な
る
。
『
万
葉
集
』
巻
一
六
－
三
八
四
七
「
壇

越
や

然

も
な
言
ひ
そ
五
十
戸
長
が
課
役
徴
ら
ば
汝
も
な
か
む
」
の
「
五
十
戸
長
」
1
1
里

長

を
引
用
す
る
ま
で
も
な
く
、
「
山
部
五
十
戸
婦
」
は
山
部
の
五
十
戸
の
長
の
妻
を
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

回
　
墨
書
土
器

　
東
山
浦
遺
跡
　
岐
阜
県
加
茂
郡
富
加
町
所
在

〔以
下
、
富
加
町
教
育
委
員
会
『
東
山
浦
遺
跡
－
庁
舎
建
設
地
内
埋
蔵
文
化
財
発
掘

調
査
報
告
書
』
一
九
七
八
年
に
よ
る
〕

　
本
遺
跡

は
川
浦
川
の
左
岸
の
段
丘
上
に
立
地
し
、
現
在
の
羽
生
地
区
を
中
心
と
す

る
一
帯
は
、
古
代
の
半
布
里
の
故
地
と
比
定
さ
れ
、
大
宝
二
年
御
野
国
加
毛
郡
半
布

里
戸
籍
（
正
倉
院
文
書
）
と
の
関
連
が
深
い
地
域
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　
発
掘
調
査
の
結
果
、
約
二
、
八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
確
認
さ
れ
た
遺

構

は
、
竪
穴
住
居
跡
三
一
軒
、
掘
立
柱
建
物
跡
二
棟
、
ピ
ッ
ト
群
二
ヶ
所
、
溝
状
遺

構
三
ヶ
所
、
土
坑
跡
六
ヶ
所
な
ど
で
あ
っ
た
。
確
認
さ
れ
た
三
一
軒
の
竪
穴
住
居
跡

の

う
ち
で
は
そ
の
推
定
年
代
の
資
料
を
欠
く
も
の
六
軒
を
除
く
と
、
す
べ
て
七
世
紀

中
葉
か
ら
八
世
紀
後
葉
ま
で
の
時
期
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
詳
細
に

い

え
ば
、
七
世
紀
中
葉
（
第
1
期
）
は
二
軒
の
み
、
ま
た
、
最
も
新
し
い
八
世
紀
中

葉
～
後
葉
（
第
4
～
5
期
）
も
四
軒
、
残
り
十
九
軒
は
す
べ
て
七
世
紀
後
葉
か
ら
八

世
紀
前
葉

（第
2
～
3
期
）
の
も
の
で
、
年
代
推
定
の
で
き
た
二
五
軒
の
約
八
〇
％

を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
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問
題
の
墨
書
土
器
は
第
七
号
竪
穴
住
居
跡
（
東
西
四
・
八
×
南
北
四
・
一
メ
ー
ト

ル
）
の
ほ
ぼ
中
央
付
近
の
ピ
ッ
ト
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
ピ
ッ
ト
は
、
径
三
〇
×
二

六
セ

ン

チ
、
深
さ
三
〇
セ
ン
チ
の
規
模
で
、
そ
の
断
面
が
や
や
巾
着
状
を
呈
し
て
い

る
。
そ
の
ピ
ッ
ト
の
底
部
に
墨
書
の
あ
る
圷
身
と
盤
が
検
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し

か

も
圷
身
が
下
に
正
位
に
置
か
れ
、
そ
の
周
囲
に
小
指
大
の
円
礫
が
詰
め
ら
れ
固
定

さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
”
埋
納
”
さ
れ
た
状
態
を
呈
し
、
そ
の
上
を
盤
が
逆
位
に
置
い
て

蓋
状
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
圷
の
内
部
に
は
土
塊
の
他
は
何
も
検
出
で

き
な
か
っ
た
。
同
ピ
ッ
ト
は
床
面
を
丁
寧
に
掘
り
込
ん
で
お
り
、
同
ピ
ッ
ト
内
の
覆

土

と
上
部
の
住
居
跡
覆
土
の
土
層
的
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
須
恵
器
は

い

ず
れ
も
八
世
紀
前
葉
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
圷
身
は
底
部
外
面
に
墨
痕
が
あ
る
が
、
遺
存
状
況
が
悪
く
、
判
読
で
き
な
い
。
盤

は
や
は
り
底
部
外
面
に
、
「
里
刀
自
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
た
。

　
竪
穴
住
居
跡
内
の
ピ
ッ
ト
の
上
に
祭
壇
を
付
設
し
て
祭
祀
と
す
る
場
合
も
想
定
さ

れ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
住
居
跡
内
に
河
原
石
で
石
壇
状
に
表
面
を
平
ら
に
築
い
た
祭
壇

を
も
ち
、
周
囲
か
ら
大
盤
、
小
型
手
捏
土
器
を
出
土
し
た
群
馬
県
入
野
遺
跡
第
一
一
・

一
四
・
一
七
号
住
居
跡
内
に
お
け
る
祭
祀
遺
構
」
の
例
も
あ
り
、
加
え
て
、
本
住
居

跡
の
貯
蔵
用
ピ
ッ
ト
と
床
面
か
ら
出
土
し
接
合
し
た
須
恵
器
圷
身
の
外
面
底
部
に
「
圷
」

の
墨
書

を
も
つ
も
の
が
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
本
住
居
跡
は
特
殊
な

性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　
以
上
、
二
例
（
「
山
部
五
十
戸
婦
」
、
「
里
刀
自
」
）
よ
り
判
断
す
る
と
、
さ
き
の
「
家

刀
自
」
が
家
（
ヤ
ケ
・
イ
へ
）
を
支
配
す
る
主
婦
の
尊
称
で
あ
っ
た
と
同
様
に
、
里

（サ

ト
）
を
統
率
す
る
里
長
の
妻
は
、
「
里
刀
自
」
（
サ
ト
ノ
ト
ジ
）
と
尊
称
さ
れ
た

の

で
は
な
い
か
。

　
四
、
里
刀
自
の
意
義

1
、
郡
符
の
宛
所

　
こ
れ
ま
で
の
郡
符
木
簡
の
宛
所
は
、

次
の

と
お
り
で
あ
る
。

荒　屋　屋　杉　伊　西　八　山
田　代　代　崎場　河　幡　垣
目　遺　遺　廃　遺　原　林遺 遺
条　跡　跡　寺　跡　遺　遺　跡
里　群群　　　　跡　跡 跡
遺
跡

立　余　屋　飽　竹　馬　青　春
屋　部　代　口寛田　道　海　部津　里　郷　　包郷　里　郷　里

賢饗璽長詩
宛

所

福　　　等　　　等
麿

　
郡
符

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
公
式
令
の
符
式
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
、
そ
の
差
出
と
宛
所
は
、
基
本
的
に
は
令
制
の
行
政
組
織
に
準
拠
す
る
。
こ
れ

ま
で
の
郡
符
木
簡
に
お
い
て
も
、
宛
所
は
里
（
郷
）
長
で
あ
り
、
郷
里
制
下
で
は
、

宛
所
を
「
郷
長
里
正
等
」
と
し
て
い
る
点
に
も
行
政
組
織
を
明
確
に
ふ
ま
え
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
唯
一
の
例
外
と
も
い
う
べ
き
「
津
長
」
に
宛
て
る
時
は
、
津

名
と
津
長
人
名
「
伴
マ
福
麿
」
と
を
明
記
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

17



国立歴史民俗博物館研究報告　第66集（1996）

　
本
木
簡
の
宛
所
「
里
刀
自
」
も
、
郡
司
ー
里
（
郷
）
長
と
い
う
律
令
地
方
行
政
組

織
の
延
長
上
に
あ
り
、
里
名
、
ウ
ジ
名
さ
え
省
略
し
た
と
こ
ろ
に
、
“
里
長
の
妻
”
を

「
里
刀
自
」
と
通
称
し
て
い
た
と
推
察
す
る
こ
と
の
妥
当
性
の
高
い
こ
と
を
示
し
て

い

る
で
あ
ろ
う
。
金
井
沢
碑
に
お
け
る
家
刀
自
の
場
合
も
、
全
体
系
譜
の
中
心
と
し

て
、
あ
え
て
姓
名
を
記
し
て
い
な
い
こ
と
と
共
通
し
た
表
記
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
有
勢
な
家
（
ヤ
ケ
・
イ
エ
）
に
お
い
て
家
長
と
家
刀
自
（
家
室
）
が
併
称

さ
れ
た
の
と
全
く
同
様
に
、
里
に
お
い
て
も
里
長
と
里
刀
自
は
併
称
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
場
合
、
本
木
簡
の
年
代
は
九
世
紀
半
ば
頃
と
み
た
が
、
郷
制
下
に
も
か

か
わ

ら
ず
「
郷
刀
自
」
で
は
な
く
、
「
里
刀
自
」
と
表
記
さ
れ
た
の
は
、
「
里
刀
自
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

の

呼
称
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
何
よ
り
も
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の

点

は
、
里
長
を
七
世
紀
後
半
に
お
い
て
「
五
十
戸
長
」
、
里
長
の
妻
を
「
五
十
戸
婦
」

と
表
記
し
た
が
、
八
世
紀
に
お
い
て
も
『
万
葉
集
』
に
は
、
「
五
十
戸
良
（
さ
と
お
さ
）
」

（巻

五
、
八
九
二
番
）
、
「
五
十
戸
長
」
（
巻
十
六
、
三
八
四
番
）
と
前
代
の
表
記
を
踏

襲
し
て
い
る
こ
と
と
同
様
の
傾
向
と
理
解
で
き
よ
う
。

　
里
名
さ
え
省
略
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

　
本
遺
跡

は
、
広
大
な
荒
田
目
条
里
遺
構
に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
、
郡
家
の
中
心
施

設
の
置
か
れ
た

根
岸
遺
跡
の
西
北
に
位
置
し
郡
家
所
在
郷
（
里
）
に
相
当
す
る
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
磐
城
国
造
の
系
譜
を
引
く
大
領
於
保
磐
城
臣
は
、
そ
の

郡
司
職
田
を
荒
田
目
条
里
遺
構
内
に
有
し
、
従
来
か
ら
の
強
い
支
配
関
係
に
基
づ
き
、

郡
司
職
田
の
田
植
の
労
働
力
と
し
て
磐
城
郡
家
所
在
郷
・
磐
城
郷
の
里
刀
自
に
命
じ

た

と
す
れ
ば
、
里
名
省
略
も
肯
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。

　
古
代
に
お
い
て
、
農
業
労
働
力
と
し
て
女
性
が
大
き
な
比
重
を
占
め
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
が
、
さ
ら
に
女
性
が
農
業
経
営
・
管
理
に
従
事
し
て
い
た
点
も
見
逃
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
服
藤
氏
が
二
氏
の
論
文
を
引
い
て
説
明
さ

れ
て

い

る
。
す
な
わ
ち
、
大
伴
坂
上
郎
女
は
、
奈
良
の
佐
保
宅
や
春
B
里
等
か
ら
、

竹
田

荘
・
跡
見
荘
等
を
春
秋
に
往
復
し
て
農
業
経
営
・
管
理
を
行
う
ば
か
り
で
な
く
、

大
伴
氏
一
族
の
祭
主
と
し
て
祭
祀
を
司
っ
て
い
た
か
ら
、
一
族
員
の
荘
へ
も
赴
き
農

耕
に
欠
か
せ
な
い
宗
教
的
勧
農
を
も
担
っ
て
い
た
（
山
本
幸
男
「
八
世
紀
に
お
け
る

王
臣
家
発
給
文
書
の
性
格
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
八
九
、
一
九
八
〇
年
）
。
こ
の
よ
う
な

農
業
経
営
・
管
理
・
勧
農
を
行
う
女
性
は
貴
族
層
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
在
地
の

富
豪
層
に
お
い
て
も
家
産
所
有
主
体
と
し
て
農
業
経
営
・
管
理
を
行
う
女
性
が
存
在

し
て
い
た
（
関
口
裕
子
「
歴
史
学
に
お
け
る
女
性
史
研
究
の
意
義
ー
日
本
古
代
史
を

中
心
に
」
『
人
民
の
歴
史
学
』
五
二
号
、
一
九
七
七
年
）
。

　
里
長
の

職
掌

は
、
戸
令
為
里
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
禁
察
非
違
」
と
い

う
治
安
維
持
的
機
能
と
「
検
校
戸
口
・
課
殖
農
桑
・
催
駈
賦
役
」
と
い
う
行
政
的
・

財
政
的
機
能
で
あ
っ
た
。
里
長
は
具
体
的
に
は
、
周
知
の
と
お
り
、
貧
窮
問
答
歌
「
楚

取

る
五
十
戸
良
（
さ
と
お
さ
）
が
声
は
、
寝
屋
戸
ま
で
来
立
ち
呼
ば
ひ
ぬ
」
（
『
万
葉

集
』
巻
五
、
八
九
二
）
、
「
檀
越
や
然
も
な
言
ひ
そ
五
十
戸
長
（
さ
と
お
さ
）
が
課
役

徴
ら
ば
汝
も
泣
か
む
」
（
『
万
葉
集
』
巻
十
六
、
三
八
四
七
）
な
ど
に
み
え
る
よ
う
に
、

も
っ
ぱ
ら
課
役
徴
発
に
従
事
し
た
様
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
里

長

は
課
役
徴
発
と
戸
籍
・
計
帳
作
成
な
ど
行
政
上
の
役
割
を
負
い
、
お
そ
ら
く
郡
家

に

頻
繁
に

出
仕
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
集
落
に
お
け
る
各
戸
の

構
成
員
の
動
向
を
適
確
に
把
握
し
、
農
業
経
営
に
隠
然
た
る
力
を
発
揮
し
た
の
は
里
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里刀自小論

長
の

妻
た
る
里
刀
自
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
一
方
、
田
植
が
、
田
の
す
き
返
し
や
引
水
を
伴
う
も
っ
と
も
多
く
の
労
働
力
を
一

時
に

必
要

と
す
る
農
業
労
働
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
す

で
に

吉
田

晶
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
仮
寧
令
集
解
給
休
暇
条
の
古
記
に
、

大
和
国
の
諸
郡
の
田
植
の
時
期
と
し
て
、
四
・
五
・
六
月
を
あ
げ
て
い
る
。
稲
に
早

稲
・
中
稲
・
晩
稲
の
三
種
が
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
品
種
が
郡
を
単
位
に
ほ
ぼ

統
一
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
点
を
と
ら
え
て
、
吉
田
氏
は
雇
傭
労
働
力
の

供
給
関
係
は
、
日
常
的
な
「
共
同
体
」
の
粋
を
こ
え
て
、
相
当
に
広
い
地
域
毎
に
恒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

常
的
に
行
わ
れ
る
可
能
性
が
生
ず
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
郡
符
に
示
さ
れ
た
当
初
指
名
さ
れ
た
三
十
六
人
の
歴
名
に
対
し
、
た
っ
た
二

人
の

欠
員
に
お
さ
め
ら
れ
た
の
は
、
郡
家
に
備
え
ら
れ
た
戸
籍
・
計
帳
に
も
と
つ
く

徴
発
で
は

不
可
能
で
あ
る
。
五
月
一
日
に
発
し
、
三
日
に
召
喚
先
の
現
地
に
赴
く
人

員
を
、
適
確
に
列
記
で
き
る
の
は
や
は
り
里
の
実
状
を
つ
ね
に
掌
握
し
て
い
た
里
（
郷
）

長

ま
た
は
里
長
の
妻
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

　
郡
司
職
田
の
田
植
の
労
働
力
を
里
刀
自
を
通
し
て
徴
発
し
た
。
こ
の
労
働
力
徴
発

は
律
令
制
下
の
雑
後
等
以
外
の
お
そ
ら
く
磐
城
国
造
に
よ
る
大
化
前
代
以
来
の
在
地

に

お

け
る
支
配
関
係
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
あ
え
て
律
令
制
下
の
公

式
令
符
式
に

も
と
つ
く
郡
符
と
い
う
書
式
に
よ
り
、
郡
－
里
（
郷
）
制
ル
ー
ト
を
通

じ
て
里
刀
自
に
命
じ
て
、
田
人
三
十
四
人
を
召
喚
し
た
と
こ
ろ
に
律
令
国
家
の
本
質

的
側
面
を
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
郡
符
は
種
籾
の
荷
札
な
ど
と
と
も
に
、
お
そ
ら
く
郡
司
職
田
の
設
定
さ
れ
た

荒
田

目
条
里
遺
構
に
近
接
し
た
地
点
に
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
郡

符
木
簡

は
郡
司
職
田
の
田
植
を
行
っ
た
つ
ま
り
召
喚
先
ま
た
は
そ
の
付
近
で
廃
棄
さ

れ

た
こ
と
に
な
る
。
郡
符
木
簡
は
召
喚
人
と
と
も
に
、
召
喚
先
で
あ
る
郡
家
内
ま
た

は
そ
の
出
先
機
関
に
お
い
て
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
荒
田

目
条
里
遺
跡
で
は
、
宛
所
の
異
な
る
二
点
の
郡
符
木
簡
が
出
土
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
に
重
要
な
意
義
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
第
一
号
木

簡
「
立
屋
津
長
伴
マ
福
麿
」
、
第
二
号
木
簡
「
里
刀
自
」
と
い
う
宛
所
の
異
な
る
郡
符

が
同
一
遺
跡
の
同
一
遺
構
か
ら
出
土
し
た
こ
と
は
、
郡
符
木
簡
は
宛
所
で
廃
棄
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
召
喚
人
ら
と
と
も
に
差
出
の
郡
家
、
ま
た
は
郡
家
関
連
施
設
（
召

喚
先
）
に
戻
り
、
そ
の
施
設
お
よ
び
そ
の
付
近
で
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
を
み
ご
と
に
証

明

し
た
と
み
な
し
て
よ
い
。

　
一
方
、
本
木
簡
は
古
代
の
農
業
経
営
と
女
性
の
役
割
を
解
明
し
て
ゆ
く
大
き
な
手

が
か

り
を
得
た
と
評
価
す
べ
き
で
あ
り
、
今
後
よ
り
そ
の
実
態
を
具
体
的
に
究
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
註

（
1
）
　
財
団
法
人
い
わ
き
市
教
育
文
化
事
業
団
「
福
島
県
い
わ
き
市
荒
田
目
条
里
遺
跡
」
『
月
刊
文
化

　

財
発
掘
出
土
情
報
』
（
ジ
ャ
パ
ン
通
信
社
）
一
九
九
三
年
十
月

（
2
）
　
藤
本
潔
「
福
島
県
南
東
部
に
位
置
す
る
海
岸
平
野
の
浜
堤
列
と
そ
の
形
成
時
期
」
「
東
北
地
理
」

　

第
四
〇
巻
第
二
号
　
一
九
八
八
年
五
月

（
3
）
　
鈴
木
貞
夫
「
夏
井
（
菅
波
・
荒
田
目
）
の
条
里
制
遺
構
」
『
い
わ
き
地
域
学
會
夏
井
地
区
総
合

　

調
査
報
告
』
一
九
八
八
年
八
月

（
4
）
　
加
藤
優
「
奈
良
・
藤
原
宮
跡
」
『
木
簡
研
究
』
第
五
号
　
一
九
八
三
年

（
5
）
　
義
江
明
子
「
「
刀
自
」
考
ー
首
・
刀
自
か
ら
家
長
・
家
室
へ
ー
」
『
史
叢
』
第
四
十
二
号
　
一

　

九
八
九
年
五
月

（
6
）
　
服
藤
早
苗
「
古
代
の
母
と
子
」
（
森
浩
一
編
『
日
本
の
古
代
』
第
一
二
巻
　
中
央
公
論
社
）
一

　
九
八
七
年

（
7
）
　
金
井
沢
碑
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
続
柄
は
す
べ
て
家
刀
自
と
の
関
係
を
示
す
と
理
解
で
き
、
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来
の

諸
説

と
は
異
な
る
試
案
を
次
に
提
示
し
て
お
き
た
い
。

○
義
江
明
子
説
（
前
掲
論
文
）

　
　
　
現
在
侍
家
刀
自

　
　
　
（
三
家
子
孫
の
女
性
）

　
　
　
　
　

一一　
　

池
田
君
目
頬
刀
自

　
　
　
（
池
田
君
の
男
性
）
　
　
＝
　
　
　
〔
池
田
君
〕
加
那
刀
自

　　　　　　　　　．

池
田
君
の
男
性
）
（
池
・
仁
－
劃
扁
羅
雪
自

○
東
野
治
之
説
（
『
群
馬
県
民
の
歴
史
』
1
）

現
在
母

○
平
川
試
案

　
　
　
現
在
母

・
卑

現
在
侍
家
刀
自

（物
部
君
某
）

他
田
君
目
頬
刀
自

加
那
刀
自

現
在
侍
家
刀
自

＝

物
部
君
午
足

（物
部
君
）
馴
刀
自

（物
部
君
）
乙
馴
刀
自

他
田
君
目
頬
刀
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雛
江
灘
撒
賢

（
8
）
　
吉
田
孝
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
　
一
九
八
三
年

（
9
）
　
こ
の
場
合
の
「
ヤ
ケ
」
と
「
イ
へ
」
の
関
係
は
、
吉
田
氏
は
次
の
よ
う
に
想
定
し
て
い
る
。

　
　
ヤ
ケ
は
単
な
る
施
設
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
機
能
を
含
め
た
観
念
で
あ
り
、
種
々
の
機
能
の
な

　
　
か
で
も
農
業
経
営
の
単
位
と
し
て
の
機
能
が
も
っ
と
も
重
要
な
農
耕
儀
礼
で
あ
っ
た
の
は
、
そ

　
　
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
古
代
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
ヤ
ケ
は
在
地
首
長
の
イ
へ
と
、

　
　
空

間
的
に
も
ま
た
機
能
的
に
も
重
複
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
在
地
首
長
層

　
　
の

住
居
が
、
ヤ
ケ
と
し
て
の
景
観
と
機
能
を
も
っ
て
い
た
と
き
、
同
じ
実
体
が
、
家
族
の
側
面

　
　
か
ら
は
イ
へ
と
し
て
、
景
観
か
ら
は
ヤ
ケ
と
し
て
観
念
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
指
摘
し

　
　
て
い
る
。

（
1
0
）
切
畑
健
・
沢
田
む
つ
代
「
飛
鳥
時
代
の
褥
・
戊
子
年
銘
幡
」
『
伊
珂
留
我
』
法
隆
寺
昭
和
資
財

　
　
帳
調
査
概
報
2
　
一
九
八
四
年
六
月

（
H
）
　
狩
野
久
「
法
隆
寺
幡
の
年
代
に
つ
い
て
」
『
伊
珂
留
我
』
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
調
査
概
報
3
　
一

　
　
九
八
四
年
十
月

（
1
2
）
　
岸
俊
男
「
「
白
髪
部
五
十
戸
」
の
貢
進
物
付
札
」
『
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』
塙
書
房
　
一
九

　
　
八
八
年

（
1
3
）
　
東
野
治
之
氏
は
、
「
山
部
五
十
戸
」
を
サ
ト
と
解
す
れ
ば
、
死
没
者
は
簡
略
に
過
ぎ
る
の
で
は

　
　
な
い
か
と
し
て
、
「
ヤ
マ
ベ
ノ
イ
へ
」
と
い
う
人
名
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
「
法

　
　
隆
寺
伝
来
の
幡
墨
書
銘
ー
追
善
行
事
と
の
関
連
に
ふ
れ
て
ー
」
小
松
和
彦
・
都
出
比
呂
志
編
『
日

　
　
本
古
代
の
葬
制
と
社
会
関
係
の
基
礎
的
研
究
』
、
一
九
九
五
年
）
。
し
か
し
、
私
見
は
“
山
部
里

　
　
の
婦
”
で
は
な
く
、
山
部
里
婦
1
1
山
部
里
刀
自
U
山
部
里
長
の
婦
の
意
と
い
う
こ
と
で
特
定
し

　
　
た
人
物
を
記
載
し
た
と
理
解
し
て
い
る
。

（
1
4
）
　
福
井
県
鯖
江
市
持
明
寺
遺
跡
出
土
の
九
世
紀
後
半
の
墨
書
土
器
は
「
郷
長
」
で
は
な
く
、
「
里

　
　
長
」
と
記
す
（
二
例
あ
り
）
〔
福
井
県
教
育
庁
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
『
年
報
5
1
平
成
元

　
　
年
度
』
一
九
九
一
年
〕

（
1
5
）
　
吉
田
晶
『
日
本
古
代
村
落
史
序
説
』
塙
書
房
　
一
九
八
〇
年

　
　
　
　
　
　
　
　
神

巨
　
還
智

已
・
－
．
・
笑
豊

　
　
　
　
　
　
　
　
、
ヌ

旦
一

　　畦．4

毒
ゑ
，
湯

荒田目条里制遺構（枠）と荒田目条里遺跡（点）の位置

〔国土地理院昭和60年発行「平」5万分の1図を使用〕
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里刀自小論

ANote　on　the　Sα励η’ゴ（“Wife　of　Village　Head”）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HIRAKAWA　Minami

An　important　theme　in　recent　ancient　history　research　is　the　elucidation　of　how　the　gσzoψ，

or　local　powerful　families，　controlled　farmers　ill　various　parts　of　the　country　in　ancient　times．

The　g耽一吻〃zo〃〃伽，　Le．，　wooden　tablets　on　which　8・耽（district）officials－who　were　of

9δzoゐμbackground－issued　directives　to　those　in　responsible　posts　under　their　jurisdiction，

have　been　receiving　much　attention　as　a　source　revealing　what　the　lowest　rungs　of　local

administration　were　like．　The　tablet　directives　were　written　according　to　a　strictly　prescribed

official　form，　called吻万屍under　theγz’おμりσsystem　of　government．　The　issuing　authority

and　the　addressee　are　expressly　mentioned，　and　as　a　rule，　it　is　presumed，　they　were　relayed

through　theヵ’お〃ッσ10cal　administrative　organization（from　the　g耽to　its　subdivisions，　such

as　Sατo）to　summon　specific　persons．　Almost　all　the　approximately　ten　g砺一吻勿o続αη

excavated　thus　far　were　addressed　to　S協o　heads．　The　only　exception　is　one　issued　to　a　port

administration　head，　whose　personal　name　was　included．

　　　　Ag㌘一ノμ吻o競αη（勿o〃んαηNo．2）newly　unearthed　at　the　Aratame　Jδri　Site（Iwaki，

Fukushima　prefecture），was　addressed　to　the“S協o妨ち”conveying　an　order　for　mobilization

of　thirty－six　farmers　for　riceっlanting　at　fields（s12zんz6『θη）grantec　to　the　g耽official（who

sent　the　tablet）by　the　central　government　as　part　of　his　salary．　The　tablet　is　significant　in

anumber　of　ways．　First　is　the　matter　of　the　identity　of　the　‘‘Sα70励i．”The　term励i　was

usually　used　to　indicate　a　woman　Ieading　a　group，　as　in　the　usage　of　iθ一勿元meaning

“mistress”as　distinct　from　the　iε一〇sα，　or　male　household　head．　The　S励o；（励to　whom　the

tablet　was　addressed，　can　therefore　be　interpreted　to　mean　the　wife　of　a　Sα云oosα（SαZo　head）

who　governed　the　village，　if　the　tablet　is　understood　in　the　context　of　the　usual　route　by　which

administration　was　relayed　from　g耽to　Sμo．

　　　　Another　important　implication　of　the　tablet　is　its　evidence　of　the　role　played　by　the

品Zoosαand　his　wife　at　the　lowest　level　of　administration，　the　former　compiling　household

registers　and　tax　documents　and　facilitating　the　collection　of　taxes　in　kind　and　corvee　levies，

and　the　latter，　known　as　the　5幼o鋤’らacting　as　a　leader　in　local　farm　management．

　　　　Until　the　discovery　of　the　tablet　nothing　was　known　about　the　specific　activity　of　the

Sατoτo∬，making　it　an　invaluable　artifact　for　the　study　of　the　relationship　between　women　and

agricultural　management　in　ancient　Japan．
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荒田目条里遺跡第2号木簡〔いわき市文化事業団写真提供〕
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